
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども部会（案）について 

 

子育て支援室 

資料１ 



医療的ケア児をとりまく現状について

保育

医療（常に必要）

教育 就労

年齢等に応じた福祉

病院から在宅・
地域への移行期

在宅・地域での
生活開始早期 就園期 就学期 就労期

【医療的ケア児のライフステージ】

資料２－１
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【医療的ケア児の家族が抱える不安・課題等】

情報のわかりにくさ 制度の複雑さ 多岐にわたる窓口 レスパイト入院

一時預け先 通学支援などの送迎 入浴サービスなど 就園相談・準備

就学相談・準備
災害時の連絡

避難対応

予定外の出来事

（事故・体調不良・
兄弟の行事など）



【医療的ケア児の協議に向けて】

•課題の優先順
位、協議内容の
整理、協議メン
バーの検討

• 具体的な課題
等の協議

• 医療的ケア児
及び家族等と
関係機関の
現状

• 医療的ケア児
及び家族等
の現状

実態の
把握

現状の
共有

課題の
整理

課題の
検討



【医療的ケア児の協議の場】

大阪母子医療センター

大阪府和泉保健所

保健センター

保健福祉センター

障がい福祉課

岸和田支援学校

学校教育室

こども未来室

子育て支援室

本人

家族等

医療

保健

福祉教育

地域



資料2-2

ライフステージに応じた切れ目のない支援に向けて（和泉市）

第２期和泉市障がい児福祉計画重点項目（令和３年度～令和５年度）

（１）障がい児の健やかな育成のための発達支援　　　　　　（４）障がい児の地域社会への参加・包容の推進
（２）障がい児の地域支援体制の構築　　　　　　　　　　　　　（５）特別な支援が必要な障がい児に対する支援体制の整備
（３）保育、保健医療、教育の関係機関と連携した支援　　　（６）障がい児相談支援の提供体制の確保
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障がい児支援の課題（ヒアリング結果より）　　ヒアリング機関：和泉支援学校、学校教育室、和泉はつがの園、ふたば幼児教室、こども未来室、健康づくり推進室、障がい福祉課 資料2-3

相談支援のスキルアップ（質の向上）

はつがの園に途中入所できない

（すでに地域保育できる子どもが

入所している）

他機関と「支援学級とは」の共有

支援の継続ツール

「わたしノート」などでの情報共有

保育園と事業所との

連携（療育の必要性）

学校と保育所等訪問との連携

【教育】

はつがの園の児童発達支援

センターの機能

並行通所、はつがの園から

地域の保育園等への移行

ふたば幼児教室の通室期間が短い

（児の発達課題について認識ができに

くい、児の状況にあった就園先の選択

ができない）

親が就労している場合、

療育をうける機会がない

発達に気がかりがあった時の

保護者の相談先が周知できて

いない

乳幼児期 学齢期（小学校・中学校・高校） 成人期

引継ぎでの関係

機関との連携

教育機関と福祉の連携

相談・課題検討の場

支援学校との連携

ライフステージ内の関係機関の連携 ライフステージ内の関係機関の連携

引継ぎでの関係

【福祉】

障がい児通所事業所の質の向上

継続的な課題抽出のしくみ

支援級籍でない児童生徒のサービス利用

放課後等デイサービスの個別加算Ⅱの活用

不登校・引きこもりの課題

養育がしんどく個別支援の関わりが求められるケース（保護者支援）

就学後の相談窓口が不明確（保護者支援、情報不足）

支援学校との情報共有・連携

障がい児福祉サービスと

障がい福祉サービスの連携

（申請書類・ルールなど）

事業所の質の向上

年齢により発達専門病院の受診先がない

将来を見すえた時の情報が不

足（予後、就労、経験者の話）短期入所の利用

地域の学校から支援学校への引継ぎ連携

支援学校への引継ぎ

学校・放課後等デイ・計画相

談・就労事業所等の個別支援

計画等のすり合わせ

放課後等デイサービスから

就労事業所への引継ぎ

支援学級と療育機関の支援方法の共有

放課後等デイサービスを知りたい（学校）

サービス利用方法や事業所

についての情報が不足して

いる（保護者等、関係機関）

情報の可視化・発信子育て支援室と障がい福祉課の窓口連携
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資料１－４ 

 
障がい児の協議・検討～今後のスケジュールについて～ 
 
  

和泉市障がい児計画については、施策推進協議会において、計画進捗分析・評価を行い、

その過程で生じる課題等については、児童発達支援ネットワーク会議代表者会議、実務者会

議、個別検討会議で協議してきた。 

令和５年度に第２期計画を評価・見直し、第３期計画を策定するにあたり、自立支援協議

会の専門部会（仮称 こども部会）を立ち上げ、障がい児支援全体を協議する方法等につい

て実務者会議において検討を続けている。 

 

 

 ４月 ５月 6 月 ７月 ８月 ９月 １１

月 

12 月 １月  ３月 

児童発達 NW            

（実務）就学前 ●  ●   ●  ●   ● 

（実務）医ケアの協

議 

     ● ●    

● 

  

（実務）専門部会協

議 

 ●     ●     

代表者会議     ●     ●   

障がい児支援に関

する課題の整理 

ヒアリング

①→整理 

  ヒアリング

②→整理 

     

自立支援協議会     ●   ●   ● 

 

 

 

ヒアリング：障がい児にかかわる関係課・関係機関にヒアリング 

① 児童発達支援 NW メンバー 

② 自立支援協議会参画団体（親の会、児発・相談支援事業所などを想定） 

 

障がい児支援全体の課題を整理：ライフステージ、障がいの状況等に分類 

 

 

「継続した協議の場」の整理 ：協議の場の位置づけ 

協議するテーマと参画課、参画団体 



障がい児の支援の検討の場について

会議再編の主旨：課題解決に向けた実質的な協議ができる（主体性をもった）会議体とする
背景： 障がい児支援の特徴として、医療・保健・教育・福祉といった多分野の関係機関があること、

また、ライフステージ（就学前後、者への移行時期）により関わる機関が変化していくのことがある。
障がい児である前に子どもであることを鑑みるとこども施策との連動も不可欠
→１つの会議体ですべての障がい児の課題を検討していくことは困難
→障がい児支援の検討の場としては、ライフステージ、関連分野や連携の課題などを集約し、検討できる場

＜現在＞ ＜令和５年度以降＞

資料１－５

児童発達支援ネットワーク会

支援対象児童の早期発見及び
早期療育から成長段階に応じた
一貫した支援のための療育支
援システムを構築

代表者会議

実務者会議

・就学前の療育システム

・医療的ケア児等の協議の

個別支援会議

自立支援協議会 こども部会

児童発達支援ネットワーク会

主に就学前の支援対象児童の早期発見及び早期療育から
成長段階に応じた一貫した支援のための療育支援システム

代表者会 実務者会 個別支援会

障がい児の支援に関する体制整備
医療的ケア児の協議とともに、障がい児支援の課題の協議および他会議
体での検討課題を集約

子ども家庭総合支援拠点

障がい児の相談

障がい児支援の課題を検討

相談支援連絡会



  参考資料１ 

現行の児童発達支援ネットワーク会議について 

 

◆児童発達支援ネットワーク（要綱により設置） 

支援対象児童の早期発見及び早期療育から成長段階に応じた一貫した支援のための療

育支援システムを構築 

 

 

 

 

◆実務者会議の内容 

検討の内容 メンバー 今年度の予定 

児童発達支援センターを中

心とした就学前児童に関す

る協議〔主に発達障がい〕 

健康づくり推進室、ふたば幼

児教室、こども未来室、はつ

がの園、保健所 

抽出した課題に関する解決

策を検討 

個別検討会議 

医ケア児の支援に関する協

議 

＊医ケアコーディネーター

の配置 

健康づくり推進室、教育指導

室、こども未来室、はつがの

園、障がい福祉課、保健所 

医ケア児の実態把握（全数）

から優先し検討する課題の

整理 

課題検討にあたり、参画機関

の決定と具体的検討 

専門部会にむけての協議 健康づくり推進室、教育指導

室、こども未来室、障がい福

祉課 

関係機関ヒアリングを行い、

障がい児支援の現状課題を

整理 

 

 

◆就学前児童に関する協議の状況について 

 【実施状況】今年度２回会議を開催 

 【検討内容】 

 ・就学前の療育利用（児童発達支援センター、他の児童発達支援事業）や統合保育の利用

についての課題整理 

 ・児童発達支援事業利用の流れの整理および周知方法 

 ・児童発達支援事業の利用にあたっての個別支援会議の実施 

 

代表者会議 実務者会議 個別支援会議 



「医療的ケア児及びその家族に対する
支援に関する法律」について

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

障害児・発達障害者支援室

社会保障審議会障害者部会

第112回(R3.6.21) 資料 ７
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施行期日：公布日から起算して３月を経過した日
検討条項：法施行後３年を目途としてこの法律の実施状況等を勘案した検討

医療的ケア児の実態把握のための具体的な方策／災害時における医療的ケア児に対する支援の在り方についての検討

医療的ケア児支援センター（都道府県知事が社会福祉法人等を指定又は自ら行う）
○医療的ケア児及びその家族の相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言その他の支援を行う
○医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関等への情報の提供及び研修を行う 等

保育所の設置者、学校の設置者等による措置

○保育所における医療的ケアその他の支援
看護師等又は喀痰吸引等が可能な保育士の配置

○学校における医療的ケアその他の支援
看護師等の配置

国・地方公共団体による措置

○医療的ケア児が在籍する保育所、学校等に対する支援
○医療的ケア児及び家族の日常生活における支援
○相談体制の整備 ○情報の共有の促進 ○広報啓発
○支援を行う人材の確保 ○研究開発等の推進

支

援

措

置

保育所の設置者、
学校の設置者等の責務

国･地方公共団体の責務

基本理念
１ 医療的ケア児の日常生活・社会生活を社会全体で支援
２ 個々の医療的ケア児の状況に応じ、切れ目なく行われる支援

医療的ケア児が医療的ケア児でない児童等と共に教育を受けられるよう
に最大限に配慮しつつ適切に行われる教育に係る支援等

３ 医療的ケア児でなくなった後にも配慮した支援
４ 医療的ケア児と保護者の意思を最大限に尊重した施策
５ 居住地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられる施策

立法の目的
○医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加

○医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切
な支援を受けられるようにすることが重要
な課題となっている

⇒医療的ケア児の健やかな成長を図るととも
に、その家族の離職の防止に資する

⇒安心して子どもを生み、育てることができ
る社会の実現に寄与する

◎医療的ケア児とは
日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア（人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為）

を受けることが不可欠である児童（１８歳以上の高校生等を含む。）

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の全体像
（令和３年６月11日成立）

1



児童福祉法の改正
第五十六条の六第二項
「地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある
障害児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を受けられるよう、保
健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措
置を講ずるように努めなければならない。」

＊ 画像転用禁止

（平成28年5月25日成立・同年6月3日公布）

（厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業「医療的ケア児に対する実態調査と医療・福祉・
保健・教育等の連携に関する研究（田村班）」の協力のもと障害児・発達障害者支援室で作成）

⃝ 医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、ＮＩＣＵ等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や
経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のこと。

⃝ 全国の医療的ケア児（在宅）は約2.0万人〈推計〉

○ 歩ける医療的ケア児から寝た
きりの重症心身障害児※1まで
いる。

○ 生きていくために日常的な医
療的ケアと医療機器が必要
例）気管切開部の管理、人工
呼吸器の管理、吸引、在宅酸
素療法、胃瘻・腸瘻・胃管から
の経管栄養、中心静脈栄養
等

※1：重症心身障害児とは重度の知的障害と
重度の肢体不自由が重複している子ども
のこと。全国で約43,000人（者も含まれて
いる）。［岡田.2012推計値］
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在宅の医療的ケア児の推計値（０～19歳）

医療的ケア児について
障害福祉サービス等報酬改定検討チーム

第16回（R2.10.5） 資料４
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